
「地域における医療対策協議会」の  

開催状況等について   



「地域における医療対策協議会」の開催状況（平成18年11月末現在）  
医政局総務課・指導課調べ  

開催  
道府′   協議会等の名称  回数  

内 訳（注2）  具体的な取組  （注1）                （注3）  
他局   

北海道  医療対策協議会   7  32  3    9      2  6  2  9    n  固  ②  ③  ④岳  5   

青 森  地域医療・医師支援機楠運営委員会   

岩 手  地域医療対策協議会   

宮 城  地域医療協議会   5  48  3  口  2  口  2  10  2  4  4    19  ①E   ③  
秋 田  地域医療対策協議会   

山 形  医療対策協議会（医療懇談会）   

福 島  へき地医療支援総合調整会議   

茨 城  医師養成確保対策協議会   

栃 木  医療対策協議会   

群 馬  保健医療対策協議会地域医療検討部会   

埼 玉  医療対策協議会   

千 葉  医療審議会医療対策部会   

東 京  へき地勤務医師等確保協議会   

神奈川  医療審議会医療対策部会   

新 潟  医師確保・へき地医療支援会議   

福 井  医師確保対策協議会   

山 梨  医療対策協議会   

長 野  地域医療対策協議会   

岐 阜  医療対策協議会   

静 岡  医療対策協議会   

愛 知  医療審議会医療対策部会   

三 重  医療審謙会地域医療対策部会   

滋 賀  医療審議会医師確保部会   

京 都  医療対策協議会   2  16  2    3      口  4    4    2  ①L②   ③†  

大 阪  大阪府医療対策協議会   4  13  l    ロ      l      5  口  4    ②  
兵 庫  地域医療対策部会   4  皿      2      l  3    4  l    圃    国  
奈 良  医療審議会地域医療部会   3  14  l    l      l      l    10   n     ④  
和歌山  地域保健医療協議会医療対策特別委員会  4  1D          l  l  3  口  口    3  （D  ⊆③弓  

鳥 取  地域医療対策協議会   2  12      l      4  2  l  2  2  ③  ④  

島 根  地域医療支援会議   4  24    2  7      l  7  3  2    2  ①i   ③  

岡 山  医療情報連絡会   2  皿  l        l  口  5    2    l  l  
広 島  地域保健対策協議会   8  34  3    3  2    12  8  2  4  ‖  ③  ④  

16      口      口  2    4  3  5      ③≡  
9    l  2      2      口    3  ①L  
9      2      2  2    l  口  l    l②  ③  ④  

2D      2  2  皿  3  2  

高 知  医療対策協議会   13  l    2      l  5    口  l  2  ①  l③   ④  5   
福 岡  医療対策協議会   4  14  2    l      2  2  口  4    2  L  
佐 賀  医療審議会地域医療対策部会   2  皿      l      口  4    l  3  口  1   1④   i5   
長 崎  地域医療対策協議会   2  17  l    口      2  皿    2      ①弓       、5   

熊 本  医療審議会地域医療部会   6  皿          l  2  5    2  口    ①  L  
大 分  地域医療対策協議会   4  12      2      口  5    口  口  2  ①＝③    ④  5   
宮 崎  地域医療対策協議会   6  10  口    2    l  口  2    2  口    ①l②弓③    ④  5   
鹿児島  地域医療対策協議会   

沖 縄  地域医療対策協議会   

（注1）開催回数は、厚生労働省・総務省・文部科学省連名通知「地域における医療対策協議会の開催について」 3  皿  5          3      3      ①＝      15       B  17  4    2      4  l    6        仰      l計                8      30  

（平成16年3月31日付け医政発0331002号・総財経発第89号・15文科高第918号）発出後の延べ数  

（注2）【凡例】  

①都道府県の医政担当者②都道府県の医政担当部以外の部局担当者③関係の市町村長等④市町村の医政担当者等  
⑤関係保健所長等⑥都道府県医師会⑦中核的な病院等の関係者⑧地域の診療所の関係者⑨地域の医科大学の関係者  
⑯住民の代表者⑪その他（①～⑩以外の者ex．歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院協会、学識者等）  

（注3）具体的な取組例…各都道府県が行っている様々な取組の中でも、特に医療対策協議会の協議に基づく次のような内容に係る実績  
（協議予定、協議中及び実施予定を含む）  

【凡例】①医師派遣（紹介）②各大学における医師派遣（紹介）窓口の一元化等 ③ドクターバンクの創設・拡充  
④大学医学部における地域を指定した入学者選抜（地域枠）の導入・拡充  
⑤卒後一定期間地元勤務を条件とする医学部生等に対する奨学金貸与制度の導入・拡充   



平成18年12月21日  

小児科・産科における医療資源の集約化・重点化の推進に関する  

第2回フォローアップ調査（結果概要）  

1．調査の趣旨   

第1回フォローアップ（4月25日実施）に引き続き、集約化・重点化に係る必  
要性の検討など都道府県における取組状況を把握したもの。  

2．調査状況   

調査時点；11月30（木）   回答期限；12月11日（月）   

調査方法；調査票の配布  

3．回答結果（全47都道府県。以下、単位を「県」とする。）  
（1）検討を終了したところ；4県   

①うち集約化・重点化の必要性があるとしたところ；3県※   

②うち集約化・重点化の必要性が無いとしたところ；2県※  

※小児科、産科別に回答を行っている県あり。   

（2）現在、検討中であるところ；43県   
（イ）検討の段階  

①うち現状把握の段階にあるところ；34県  

②うち集約化一重点化の方針決定の段階にあるところ；9県  

（口）方針決定終了時期の見込み  

①18年度末まで（予定を含む）；33県※  

②19年度まで；8県※  

③未定・無回答；4県※  

※小児科、産科別に回答を行っている県あり。   

（ハ）検討中に発生した主な課題（重複回答）   

①現状以上の集約化・重点化は困難（更なる医師の確保が必要。事実上の集約   

化は終了している。）；14県   

②市町村等関係者間の調整が困難：5県  
など   




